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「ゲノム編集技術応用食品及び添加物の食品衛生上の取扱要領」の一部改正に

ついて 

  

 「ゲノム編集技術応用食品及び添加物の食品衛生上の取扱要領」（令和元年９

月 19 日大臣官房生活衛生・食品安全審議官決定。以下「取扱要領」という。）に

おいて、今後継続して検討していくものとされていた「後代交配種の取扱い」に

ついては、薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会新開発食品調査部会遺伝子組換

え食品等調査会による同部会への報告をもって、決定されました。 

 このことを踏まえ、別添のとおり取扱要領を改正し、今後、ゲノム編集技術応

用食品及び添加物については、別添に従い、取り扱うこととしますので、御了知

の上、開発者等への指導方よろしくお願いします。 


